
秋
田
市
で
は
、
八
月
中
旬
に
、
市

民
の
み
な
さ
ん
そ
れ
ぞ
れ
の
住
民
票

コ
ー
ド(

十
一
ケ
タ
の
番
号)

を
、
は

が
き
ま
た
は
封
書
で
お
知
ら
せ
し
ま

す
。住

民
票
コ
ー
ド
は
住
所
が
変
わ
っ

て
も
変
更
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
ま
た
、
コ
ー
ド
番
号
の
変
更
を

希
望
す
る
場
合
は
い
つ
で
も
変
え
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

は
が
き
を
紛
失
し
、
十
一
ケ
タ
の

コ
ー
ド
を
控
え
て
な
か
っ
た
場
合
で

も
、
住
民
票
に
住
民
票
コ
ー
ド
が
記

さ
れ
て
い
る
の
で
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

住民基本台帳には、みなさんの
大事な情報が記載されています。
住民基本台帳ネットワークシステ
ムは、行政手続きを便利にすると
ともに、個人の情報をしっかり保
護するために、制度面、技術面、
運用面から万全の対策を進めてい
きます。

個人情報は

しっかり保護

１
●全国からの情報を処理する指定情
報処理機関で記録する情報を、本
人確認情報(氏名・住所・生年月
日・性別・住民票コード・転入や転
居の種別と年月日)に限定します
●情報を提供する国の行政機関や、
利用目的を法律で明らかにします
●民間が住民票コードを利用するこ
とを法令で禁止します
●システムを扱う人に対し、罰則付
きの秘密保持の規定を課します

２ 技術面からの対策
●住民基本台帳ネットワークシス
テムを構築するときや通信され
るすべてのデータを、第三者に
内容を知られることのないよう、
安全性の高い専用回線を使い暗
号化することで、他のネットワ
ークからの不正侵入や情報が漏
れることを防ぎます

●データの目的外利用を防ぐため、
ＩＣカード、パスワードなどに
よりシステム操作者を厳重に確
認。さらに、システム操作者ご
とにデータへの接続を制限した
り、業務に不審な点がないかを
常にチェックします

３ 運用面からの対策
●関係職員に秘密保持の義務を課
します。また、安全を確保する
ために、管理規定の制定をめざ
します
●情報がほかへ漏れないようにす
るために、関係職員の研修を徹
底します

住民基本台帳ネットワークシステムの流れ
(平成14年８月稼働)

各
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情報の提供

＊国の行政機関などへの情報提供
は、法律上の根拠が必要で、目
的外利用が禁止されています

住
民
票
の
写
し
の
添
付
が
不

要
と
な
る
主
な
手
続
き

●
雇
用
保
険
、
労
災
保
険
の
給
付

●
児
童
扶
養
手
当
の
支
給

●
建
築
士
の
免
許
…
な
ど

全
国
ど
こ
の

市
区
町
村
で
も

住
民
票
の
写
し
の

交
付
が
受
け
ら
れ
ま
す

「
住
民
票
の
広
域
交
付
」
や
、

本
人
確
認
情
報
を
記
録
し
身
分

証
明
書
に
も
な
る
「
住
民
基
本

台
帳
カ
ー
ド
の
交
付
」
な
ど
が

は
じ
ま
り
ま
す
。

ま
た
、
秋
田
市
で
は
住
民
票
や

印
鑑
証
明
書
な
ど
の
自
動
発
行
シ

ス
テ
ム
の
稼
働
を
め
ざ
し
ま
す
。

平成14年８月から順次実施

平成15年８月から実施予定

制度面からの対策
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